
27,420,908円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、交付対象事業費の算定に当たり、 1事業主体において
費用の額の算定の際に加算の要件を満たしているかの確認が十分でなかったこと、 1事業主
体において利用者負担額の算定の際に確認が十分でなかったこと、 2都県において事業実績
報告書の審査が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
〈事例〉

東京都港区は、令和 5年度の 3号認定子どもに係る分の交付対象事業費を 2,842,265,120円と算

定するなどしていた。

しかし、同区は、交付対象事業費の算定に当たり使用していた表計算ソフトに誤った計算式を

入力していたため、利用児童数を実際の 150人より 51人少ない 99人としていたことなどから、

3号認定子どもに係る利用者負担額を過小に算定するなどしていた。

このため、交付対象事業費 46,418,047円が過大に精算されていて、これに係る交付金相当額

26,175,524円が過大となっていた。

以上を部局等別に示すと次のとおりである。
部 局 等 交付金事業

者
（事業主体）

交付金事業 年 度 事業費 左に対す
る交付金
交付額

不当と認
める事業
費

不当と認
める交付
金相当額

摘 要

千円 千円 千円 千円
（18） 東 京 都 港 区 子どものた

めの教育・
保育給付交
付金

5 4,384,753 2,426,295 46,418 26,175 利用者負担
額の算定を
誤っていた
ものなど

（19） 福 岡 県 福 岡 市 同 5 45,870,162 25,191,358 2,312 1,245 減価償却費
加算を誤っ
て計上して
いたもの

（18）（19）の計 50,254,916 27,617,654 48,730 27,420

意見を表示し又は処置を要求した事項

子ども・子育て支援交付金の交付対象である放課後児童健全育成事業の実施に当た
り、放課後児童クラブの長時間開所加算について、その実態を把握するなどした上
で、制度の在り方を検討し、目的に沿った合理的な制度設計とするよう意見を表示し
たもの

所管、会計名及
び科目

内閣府及び厚生労働省所管
年金特別会計（子ども・子育て支援勘定）（令和 7年度以降は、子ど
も・子育て支援特別会計（子ども・子育て支援勘定））
（項）地域子ども・子育て支援及仕事・子育て両立支援事業費

部 局 等 内閣府本府（支援交付金の所掌部局）（令和 5年 4月 1日以降はこども
家庭庁）
厚生労働本省（放課後児童健全育成事業の所掌部局）（令和 5年 4月 1

日以降はこども家庭庁）
交 付 の 根 拠 子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）

交付対象事業 放課後児童健全育成事業
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交付対象事業の
概要

小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間
家庭にいない者に、放課後等に安心して生活できる居場所を確保する
ことなどを目的とする事業

検査の対象とし
た実施主体数、
支援単位数及び
交付金相当額

86市区町 延べ 10,949支援単位 182億 1443万余円
（令和 3、 4両年度）

上記のうち 18
時を超えて放課
後児童クラブを
開所していた実
施主体数及び支
援単位数

85市区町 延べ 9,184支援単位

長時間開所加算
を計上していた
実施主体数、支
援単位数及び長
時間開所加算額
に係る交付金相
当額

80市区町 延べ 5,434支援単位 6億 5657万円（背景金額）
（令和 3、 4両年度）

【意見を表示したものの全文】

子ども・子育て支援交付金の交付対象である放課後児童健全育成事業における放課後児
童クラブの長時間開所加算に係る制度設計について

（令和 7年 3月 7日付け 内閣府特命担当大臣宛て）
標記について、会計検査院法第 36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。

記
1 制度の概要
⑴ 放課後児童健全育成事業の概要
放課後児童健全育成事業は、児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）、厚生労働省

（注 1）
が定めた

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成 26年厚生労働省令第 63号。以下
「設備運営基準」という。）及び「「放課後児童健全育成事業」の実施について」（平成 27年雇児

発 0521第 8号。以下「実施要綱」という。）に基づき、小学校に就学している児童であって、
その保護者が労働等により昼間家庭にいない者に、放課後等に安心して生活できる居場所
を確保することなどを目的とするものである。そして、放課後児童健全育成事業について
は、実施要綱において事業の種類が複数定められていて、事業の種類には本件事業と同じ
名称の放課後児童健全育成事業（以下「健全育成事業」という。）、放課後子ども環境整備事
業等がある。
（注 1） 令和 5年 4月 1日に、厚生労働省からこども家庭庁に放課後児童健全育成事業等に係る

事務が移管されている。

健全育成事業については、設備運営基準、実施要綱等において、次のとおりとされてい
る。
① 実施主体は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）等であり、市町村等は、健全育成事
業を自ら運営し、又は社会福祉法人等に委託するなどして実施することができる（以
下、健全育成事業を自ら運営する者及び受託するなどして実施する者を「運営主体」とい
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う。）。
② 事業の規模については、健全育成事業における支援の提供が同時に 1人又は複数の児
童に対して一体的に行われるものを一の支援の単位（以下、この単位を「支援単位」とい
い、一又は複数の支援単位で構成して健全育成事業を運営しているものを「放課後児童
クラブ」という。）とする。
③ 職員体制については、放課後児童支援員（以下「支援員」という。）等の数は一の支援単
位ごとに 2人以上とする。
④ 健全育成事業を行う場所に係る開所時間については、原則として、小学校の授業の休
業日（長期休暇等）以外の日（以下「平日」という。）は 1日 3時間以上とし、小学校の授業
の終了時刻その他の状況等を考慮して、運営主体が健全育成事業を行う場所ごとに定め
る。

⑵ 健全育成事業における放課後児童クラブの開所時間等
放課後児童クラブ運営指針（平成 27年雇児発 0331第 34号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

通知）等によれば、支援員等は、健全育成事業の実施に必要な運営業務として、業務の実
施状況に関する日誌の作成、運営に関する会議や打合せ、保護者等との連絡調整等を行う
とされており、支援員等の勤務時間については、放課後児童クラブの開所時間の前後に必
要となる時間（以下「準備時間」という。）を前提として設定されることが求められるとされ
ている（図表 1参照）。
図表 1 健全育成事業における開所時間等（イメージ図）

支援員等の勤務時間

開所時間準備時間

開所
時刻

準備時間

閉所
時刻

（注） この図は、放課後児童クラブ運営指針等を踏まえ本院において作成したものであり、同運

営指針等においてはこのような図が示されているものではない。

そして、放課後児童クラブの開所時間について、市町村から多くの問合せがあったこと
などを踏まえ、厚生労働省は令和 5年に開所時間とは児童を受け入れることができる時間
であることについて、また、こども家庭庁は 6年に開所時間とは利用者（児童）のニーズが
ある時間であることなどについて、それぞれ事務連絡を発出して周知している。しかし、
これらの事務連絡においても、開所時間と準備時間の関係については、具体的に示されて
いない。
⑶ 子ども・子育て支援交付金の概要
子ども・子育て支援交付金（以下「支援交付金」という。）は、子ども・子育て支援の着実
な推進を図ることを目的として、子ども・子育て支援法（平成 24年法律第 65号）に基づき国
が市町村に対して交付するものである。内閣府

（注 2）
が定めた「子ども・子育て支援交付金の交

付について」（平成 28年府子本第 474号内閣総理大臣通知。以下「交付要綱」という。）等によれ
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ば、実施要綱に定める放課後児童健全育成事業等（以下「交付金事業」という。）が支援交付
金の交付対象とされている。
（注 2） 令和 5年 4月 1日に、内閣府からこども家庭庁に支援交付金に係る事務が移管されてい

る。

そして、支援交付金の交付額は、交付要綱に基づき、交付金事業の区分ごとに、算定し
た額の合計額を交付額とすることなどとなっている（図表 2参照）。
図表 2 支援交付金の交付額の算定方法

定められた方法に
より算定した基準
額(a)

対象経費の実支出
額(b)

(a)と(b)を比較
して少ない方の
額(c)

総事業費から寄附
金その他の収入額
を控除した額(d)

(c)と(d)を比較
して少ない方の
額(基本額)(e)

国の負担割合
(　1　/　3　等)× 支援交付金の

交付額＝

健全育成事業に係る基準額（以下「国庫補助基準額」という。）は、一の支援単位当たりの
年額、一定の開所時間を超える時間の年間平均時間数により算定される長時間開所加算額
等で構成されており、これらを合算して算定することとなっている。
⑷ 長時間開所加算の設定の目的等
放課後児童クラブの開所時間は、保育所等の開所時間に比べて短く、子どもが小学校に
入学すると、保護者は、これまで勤めてきた仕事を辞めざるを得ないなど、いわゆる「小
1の壁」とされる事態に直面する。そして、こども家庭庁は、長時間開所加算について、
「小 1の壁」を解消するために、保育所等の開所時間等を踏まえ、18時以降も放課後児童
クラブの開所を促すことなどを目的として設定されたものであるとしている。
交付要綱等によれば、平日分の長時間開所加算額は、開所時間が 1日 6時間を超え、か
つ 18時を超えて開所する場合の平日の年間平均時間数

（注 3）
に、所定の単価を乗じて算定する

こととされている（図表 3参照）。そして、こども家庭庁は、運営主体が、長時間開所加算
の計上を目的として 18時直近に開所するなど恣意的に開所時刻を遅く設定することが懸
念されるため、開所時間が 1日 6時間を超える場合に長時間開所加算が計上できることと
したとしている。
（注 3） 平日の年間平均時間数は、 1日 6時間を超え、かつ 18時を超えた開所時間の年間の合

計時間数を平日の開所日数で除したもの。後述の長時間開所加算対象時間数と同じ。
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開所時間

18
時

閉所
時刻

準備時間

開所
時刻

準備時間

長時間開所加算の対象
(ただし、開所時間が　1日

6　時間を超える場合) 

図表 3 健全育成事業における長時間開所加算の対象（イメージ図）

⑸ 支援交付金の実績報告等

交付要綱によれば、市町村長は、事業実績報告書に精算書及び精算額調書を添えて都道

府県知事に提出することとされている。

そして、精算書には、交付金事業の区分ごとの基本額等を記入することとされていて、

その内訳となる精算額調書には、交付金事業の区分ごとの基準額を算出する過程で必要と

なる人数、日数、時間数等を記入することとされており、健全育成事業においては、放課

後児童クラブの支援単位ごとに、平日に係る開所時間、長時間開所加算対象時間数等の開

所状況等を記入することとされている。

2 本院の検査結果

（検査の観点、着眼点、対象及び方法）

健全育成事業は全都道府県において実施されており、 5年 5月時点における放課後児童ク

ラブの支援単位数は約 3万 7000支援単位、登録児童数は約 145万人となっていて、年々増

加している。そして、 4年度の全都道府県の国庫補助基準額は、計約 1705億円と多額に

なっている。

そこで、本院は、有効性等の観点から、健全育成事業における放課後児童クラブの開所時

間は適切に設定されているか、18時以降も開所を促すことなどを目的として設定された長

時間開所加算は目的に沿った合理的な制度設計となっているかなどに着眼して検査した。

検査に当たっては、13都府県
（注 4）

の 476市町村のうち健全育成事業を実施している市町村の

中から、健全育成事業に係る支援交付金（以下「交付金」という。）の交付額の規模等を考慮し

て 86市区町を選定し、当該 86市区町に対して 3、 4両年度に交付された交付金相当額計

182億 1443万余円（国庫補助基準額計 574億 1875万余円、交付金の交付対象となった支援

単位数延べ 10,949支援単位）を対象として検査した。そして、当該 86市区町において、開

所時間、長時間開所加算等に関する資料、事業実績報告書等を確認するとともに、当該 86

市区町の延べ 10,949支援単位の開所時間及び長時間開所加算の状況等に関する調書の提出

を受けてその内容を確認するなどの方法により会計実地検査を行った。また、こども家庭庁

において、交付金の算定方法、長時間開所加算に関する要件等について確認するなどして会

計実地検査を行った。

（注 4） 13都府県 東京都、大阪府、栃木、神奈川、福井、長野、三重、滋賀、広島、徳島、

福岡、長崎、鹿児島各県

第
3
章

第
1
節

第
1

内
閣
府（
こ
ど
も
家
庭
庁
）

― 50 ―



（検査の結果）

検査したところ、検査の対象とした延べ 10,949支援単位の放課後児童クラブの開所時刻

及び閉所時刻は、それぞれの平均で 12時 37分、18時 46分となっており、このうち、85市

区町の延べ 9,184支援単位（83.8％）については、平日に 18時を超えて放課後児童クラブを開

所している状況となっていた。そして、長時間開所加算の状況についてみたところ、延べ

9,184支援単位のうち 1日 6時間を超えて開所していて長時間開所加算の要件を満たしてい

るなどとして平日分の長時間開所加算を計上していた支援単位は、80市区町の延べ 5,434支

援単位（延べ 9,184支援単位に占める割合 59.1％、長時間開所加算額計 19億 6971万余円、

交付金相当額計 6億 5657万余円）、開所時間が 1日 6時間を超えていないことなどから、18

時を超えて開所していても長時間開所加算を計上していなかった支援単位は、42市の延べ

3,750支援単位（同 40.9％）となっていた。

上記のように、検査の対象とした支援単位の多くが平日に 18時を超えて放課後児童クラ

ブを開所している状況となっていたが、事務連絡等において、運営主体が設定する開所時間

については、利用者（児童）のニーズがある時間であることなどとされていることから、下校

時刻が最も早いと考えられる第 1学年における支援単位ごとの平均的な授業の終了時刻（以

下「授業終了時刻」という。）を考慮して設定される必要がある。

そこで、長時間開所加算を計上していた延べ 5,434支援単位に係る開所時刻等についてみ

たところ、開所時刻の平均は 11時 43分となっていた一方で、授業終了時刻の平均は 14時

07分となっていて、図表 4のとおり、ほとんどの支援単位において、授業終了時刻より前

の時刻が開所時刻となっており、中には 4時間以上前の時刻となっている支援単位も見受け

られた。

図表 4 授業終了時刻と開所時刻との時間差の状況

授業終了時刻と開所時刻との
時間差

延べ支援
単位数

支援単位
の割合

4時間以上⒜ 523 9.6％

3時間以上 4時間未満⒝ 686 12.6％

2時間以上 3時間未満⒞ 2,522 46.4％

1時間以上 2時間未満⒟ 1,407 25.9％

1時間未満⒠ 290 5.3％

⒜～⒠の計 5,428 99.9％

時間差なし⒡ 6 0.1％

⒜～⒡の計 5,434 100％

（注） ⒜～⒠は、開所時刻から授業終了時刻までの時間差である。

そして、授業終了時刻と開所時刻に差があることや開所時間と準備時間の関係について具

体的に示されていないことを踏まえ、長時間開所加算を計上していた延べ 5,434支援単位に

ついて、運営主体が、開所時間をどのように設定していたか確認したところ、このうち延べ

5,299支援単位は、授業終了時刻より前の時刻を開所時刻としていて、開所時間に授業中で

児童が放課後児童クラブを利用しない準備時間を含めて設定していた（図表 5参照）。
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図表 5 長時間開所加算の計上における開所時間等（イメージ図）

児童が利用する時間

児童が利用する時間

長時間開所
加算額

授業
終了
時刻

開所
時刻

18
時

準備
時間 開所時間(　6　時間)

6　時間を超え、
かつ　18　時超の
開所時間

〇開所時間に準備時間を含めていた場合 長時間開所加算額

開所
時刻

授業
終了
時刻

18
時

準備
時間 開所時間(　6　時間) 6　時間を超え、かつ

18　時超の開所時間

〇開所時間に準備時間を含めていない場合

さらに、開所時間に準備時間を含めていた延べ 5,299支援単位について、授業終了時刻を
開所時刻とし、授業終了時刻から閉所時刻までを児童が放課後児童クラブを利用する時間と
仮定して開所時間をみたところ、図表 6のとおり、延べ 5,109支援単位（延べ 5,299支援単位
に占める割合 96.4％）については開所時間が 1日 6時間を超えないことになり、18時を超え
て放課後児童クラブを開所していても、長時間開所加算の要件を満たさない状況となってい
た。
図表 6 授業終了時刻を開所時刻と仮定した場合の開所時間

の状況

授業終了時刻を開所時刻と仮
定した場合の開所時間の状況

延べ支援
単位数

支援単位
の割合

4時間未満⒜ 268 5.1％

4時間以上 5時間未満⒝ 2,387 45.0％

5時間以上 6時間以下⒞ 2,454 46.3％

⒜～⒞の計 5,109 96.4％

6時間超過⒟ 190 3.6％

⒜～⒟の計 5,299 100％

このように、こども家庭庁は開所時間と準備時間との関係について、都道府県及び市町村
に対して具体的に示すなどしていなかったため、開所時間に準備時間を含めていたことによ
り、開所時間が 1日 6時間を超えて長時間開所加算の要件を満たすことになった支援単位が
ある一方で、開所時間に準備時間を含めていなかったことにより、開所時間が 1日 6時間を
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超えておらず、長時間開所加算の要件を満たさない支援単位がある状況が見受けられた。
また、長時間開所加算は、18時以降も放課後児童クラブの開所を促すことなどを目的と
して設定されたものであるが、18時を超えて開所していても、長時間開所加算の要件を満
たさない支援単位があり、さらに、授業終了時刻の平均が前記のとおり 14時 07分であるこ
となどを考慮すると、開所時間が 1日 6時間を超えることとされている長時間開所加算の要
件を満たすためには、20時を超えて放課後児童クラブを開所している必要がある。しか
し、授業終了時刻から閉所時刻までを児童が放課後児童クラブを利用する時間と仮定するな
どして開所時間を算定すると、18時を超えて開所していた延べ 9,184支援単位のうち延べ
8,855支援単位（96.4％）は、18時を超えて開所していても開所時間が 1日 6時間を超えてお
らず長時間開所加算の対象とならない状況となっていた。また、こども家庭庁は、前記のと
おり運営主体が長時間開所加算の計上を目的として 18時直近に開所するなど恣意的に開所
時刻を遅く設定することが懸念されるとして、開所時間が 1日 6時間を超えることを長時間
開所加算の要件としていたが、授業終了時刻後に利用者（児童）のニーズが生ずることを考慮
すると、運営主体が開所時刻を 18時直近にすることは実際には想定し難く、現に、長時間
開所加算を計上していなかった延べ 3,750支援単位の開所時刻の平均は 13時 36分、最も遅
いものでも 16時となっていた。
（改善を必要とする事態）

開所時間に準備時間を含めていたことにより、 1日 6時間を超えて開所した場合の長時間
開所加算の要件を満たす支援単位がある一方で、開所時間に準備時間を含めていなかったこ
とにより、開所時間が 1日 6時間を超えておらず、長時間開所加算の要件を満たさない支援
単位がある事態や、18時を超えて開所していてもほとんどの支援単位において児童が放課
後児童クラブを利用する時間が 1日 6時間を超えないことから長時間開所加算の対象となら
ない事態は、長時間開所加算が目的に沿った合理的な制度設計となっておらず、改善の要が
あると認められる。
（発生原因）

このような事態が生じているのは、こども家庭庁において、都道府県及び市区町に対し
て、開所時間、準備時間等についての基本的な考え方を周知していないことにもよるが、現
行の長時間開所加算の要件によると、18時を超えて放課後児童クラブを開所していても、
ほとんどの支援単位が長時間開所加算を計上できなくなるなどの実態を把握しておらず、長
時間開所加算の制度の見直しを行っていないことなどによると認められる。
3 本院が表示する意見
長時間開所加算は、いわゆる「小 1の壁」を解消するために、18時以降も放課後児童クラ
ブの開所を促すことなどを目的として設定されたものであり、こども家庭庁において、開所
時間の適切な設定に関する考え方を明確にし、長時間開所加算の目的に沿った合理的な制度
設計とすることが必要である。
こども家庭庁は、これらの事態に係る本院の指摘を受けて、 6年 12月に事務連絡を発出
し、都道府県及び市町村に対して、健全育成事業の実施に当たり必要となる開所時間、準備
時間等についての基本的な考え方を明確にするとともに、その内容を周知した。
ついては、こども家庭庁において、上記に加えて、健全育成事業の実施に当たり、長時間
開所加算について、その実態を把握するなどした上で、制度の在り方を検討し、目的に沿っ
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た合理的な制度設計とするよう意見を表示する。
【当局が講じた処置】

本院は、こども家庭庁において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、こども家庭庁は、本院指摘の趣旨に沿い、 7年 3月までに、長時間開所加算
を計上している支援単位の開所時間の状況等についての実態を把握するとともに、いわゆる
「小 1の壁」を解消するために保護者のニーズを把握することを目的として、放課後児童クラ
ブと保育所との閉所時刻の差について調査した。そして、開所時間が 1日 6時間を超えると
いう長時間開所加算の要件を満たす支援単位が少ないことなどを確認し、長時間開所加算が
目的に沿った合理的な制度設計となるよう、更なる開所時間の延長を含め、長時間開所加算
の制度の在り方を検討した。その結果、同年 4月に、「子ども・子育て支援交付金の交付に
ついて」（令和 5年こ成事第 481号こども家庭庁長官通知）を改正して、平日分の長時間開所加算
については、「開所時間が 1日 6時間を超え、かつ 18時を超えて開所する場合」から「18時
半を超えて開所する場合」に要件を見直すこととし、 7年度に実施する健全育成事業から適
用する処置を講じていた。

令和 3年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

障害児通所支援事業所における児童指導員等加配加算の算定について
�
�
�
�
�

令和 3年度決算検査報告 173ページ参照
令和 4年度決算検査報告 265ページ参照
令和 5年度決算検査報告 60ページ参照

�
�
�
�
�

1 本院が要求した適宜の処置及び求めた是正改善の処置
厚生労働省（令和 5年 4月 1日以降はこども家庭庁）は、児童福祉法（昭和 22年法律第 164

号）等に基づき、障害児通所支援に要した費用について、市町村（特別区を含む。）が支弁した
障害児通所給付費の 2分の 1を負担している。そして、障害児通所給付費の算定に当たって
は、常時見守りが必要な障害児への支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導を行うな
ど支援の強化を図るために、事業所に配置すべき従業者の員数に加えて、児童指導員等を一
人以上配置している場合等に、児童指導員等加配加算を算定することとなっており、児童発
達支援管理責任者（以下「管理責任者」という。）を配置していない期間は当該加算を算定でき
ないこととなっている（以下、これを「児童指導員等加配加算の要件」という。）。
しかし、 9都県及び 13市区の 96指定障害児通所支援事業者等（以下、指定障害児通所支

援事業者等を「事業者」という。）の 119事業所において、管理責任者が配置されていない期間
であるにもかかわらず、児童指導員等加配加算を算定していたため、障害児通所給付費の支
払において児童指導員等加配加算の額が過大となっている事態が見受けられた。そして、厚
生労働省は、児童指導員等加配加算の要件について誤解しているなどの都県等及び事業者が
あるということを十分に把握していなかったため、管理責任者が児童指導員等加配加算の算
定に必要な従業者であることについて「障害福祉サービス等報酬改定等に関する Q＆A」（以
下「Q＆A」という。）等に記載していなかったり、児童指導員等加配加算の算定に必要な児童
指導員等の人数を満たしているかを確認できる届出（以下「加算届」という。）の様式に管理責
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